
国立ハンセン病療養所の職員削減を行わず医療・看護・介護の充実を求める意見書 

 

平成８年に「らい予防法」が廃止され、平成21年４月には「ハンセン病問題の解決の促進に関

する法律（以下「ハンセン病問題基本法」という。）」が施行された。 

ハンセン病問題基本法はその理念において、ハンセン病問題に関する施策は、国の隔離政策に

よる被害を可能な限り回復することを旨として行わなければならないとしており、第７条では「国

は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して、必要な療養を行うものとする」、第11条で

は「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関す

る体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」としている。 

 入所者の平均年齢は82歳を超え、高齢化、障害の重度・重複化に対応した医療・看護・介護体

制の強化は喫緊の課題となっている。しかし、ハンセン病療養所の医療・看護・介護の体制は、

国家公務員の定員削減計画によって連年にわたって職員が削減され続けてきたことによって、入

所者の療養生活に深刻な事態を及ぼす状況に陥っている。 

 平成21年７月９日に衆議院、平成22年５月21日には参議院で「国立ハンセン病療養所における

療養体制の充実に関する決議」が全会派一致で決議されている。 

 国は、ハンセン病療養所入所者に十分な医療・生活を最後まで保障する責任があり、そして、

その責任を果たすためには、職員削減に歯止めをかけるとともに療養体制の充実が不可欠である。 

 入所者の療養生活に大きな影響を与える国家公務員の定員削減、欠員不補充、新規採用抑制等

の施策からハンセン病療養所を除外し、ハンセン病問題を真に解決し、国会決議に基づいて入所

者の医療・生活権が最後の一人まで保障されることが求められている。 

よって、国におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望する。 

記 

１ 国家公務員の定員削減計画の対象から国立ハンセン病療養所職員を除外すること。 

２ 国立ハンセン病療養所の賃金職員の早期定員化に向けての長期計画を策定すること。 

３ 国立ハンセン病療養所の医師・看護師、介護員や行政職（二）職員の充足・増員を図ること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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